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（１）障害児福祉手当                  [ 身・知・精 ] 

在宅の 20歳未満で、日常生活において常時介護を要する、身体または精神に重度の 

障がいを有する方が受給できます。概ね身体障害者手帳 1級（一部 2級を含む）、療育

手帳Ａ（一部Ｂを含む）の方。 

１ 申請に必要なもの  

       ①所定の診断書 ②申請書 ③印鑑 ④本人名義の預金通帳  

⑤年金証書などの所得を証明するもの 

 ２ 手当の額  

             月額 14,330 円（支給月：2 月、5月、8月、11 月） 

３ 申請窓口  

              各総合支所 市民課 市民係 

◇詳しくは福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

（２）特別障害者手当                  [ 身・知・精 ] 

在宅の 20 歳以上で、日常生活において常時特別な介護を要する身体または精神に最

重度の障がいを有する方。政令で定められた障がい程度に該当し、かつ重複障がいを有

する方が受給できます。 

１ 対象となる方  

1 両眼の視力の和が 0.04 以下の方 

2 両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上の方 

3 
両上肢の機能に著しい障がいを有する方または両上肢のすべての指を欠く方もしくは両上肢のすべ

ての指の機能に著しい障がいを有する方 

4 両下肢の機能に著しい障がいを有する方または両下肢を足関節以上で欠く方 

5 
体幹の機能の障がいにより座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の

障がいを要する方 

6 
前号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号

と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方 

7 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の方 

２ 申請に必要なもの  

        ①所定の診断書 ②申請書 ③印鑑 ④本人名義の預金通帳  

⑤年金証書などの所得を証明するもの 

３ 手当の額  

          月額 26,340 円（支給月：2月、5月、8月、11 月） 

       ４ 申請窓口  

          各総合支所 市民課 市民係 

    ■施設入所の方、病院に 3ヶ月以上続けて入院している方、本人などの所得が限度額以 

上ある場合は受給できません。 

◇詳しくは福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 
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（3）特別児童扶養手当                  [ 身・知・精 ] 

身体または精神に一定以上の障がいのある 20 歳未満の児童を監護する父もしくは母、 

または児童を養育している方に支給されます。ただし、養育者及び扶養義務者の所得制

限があります。 

１ 対象者  ＊身体障害者手帳 1～3級 相当 

          ＊療育手帳ＡまたはＢ 相当 

２ 申請に必要なもの  

①所定の診断書 ②身体障害者手帳または療育手帳（所持されている方） ③印鑑  

④戸籍謄本 ⑤世帯全員の住民票 ⑥養育者名義の預金通帳 ⑦その他必要と認める書類 

３ 手当の額  

   1 級：月額 50,550 円、2級：月額 33,670 円 （支給月は 4月、8月、11 月） 

４ 申請窓口  

   各総合支所 市民課 市民係 

  ■毎年8月11日から9月10日までの間に各総合支所を通じて担当課に所得状況届けを提出

することが必要です。 

◇詳しくは福祉事務所子育て支援課までお問い合わせください。 

 

（4）児童扶養手当 

父母の離婚や父もしくは母の死亡など父もしくは母と生計を同じくしていない 18 歳

未満の児童（一定以上の障がいを持つ場合は 20 歳未満）を監護する方、または父もし

くは母に代わってその児童を養育している方に手当が支給されます。また、父もしくは

母が一定以上の障がいを持つ場合にも支給されます。ただし、受給資格者または扶養義

務者の所得により支給停止となる場合があります。 

１ 支給対象児童   

＊父母が婚姻を解消し、父もしくは母と生計を同じくしていない児童 

  ＊父もしくは母が死亡または父もしくは母の生死が明らかでない児童 

  ＊父もしくは母が政令で定める程度の障がいにある児童 

＊父もしくは母に引き続き 1 年以上遺棄されているか、父もしくは母が法令

により引き続き 1年以上拘禁されている児童 

＊母が婚姻によらないで懐胎した児童 

        ★児童扶養手当を受けられない場合 

         ＊手当を受けようとする対象児童が日本に住んでいないとき 

             ＊対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき 

             ＊父もしくは母の事実上の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方

を含む）に養育されているとき 

             ＊父もしくは母の死亡に伴い支給される公的年金、遺族補償等を受けることができるとき    

             ＊対象児童が障がいのある父もしくは母に支給される公的年金給付の加算の対象となっているとき 

             ＊父もしくは母又はその児童を養育する方が、公的年金または遺族補償等を受けることができるとき 

 

２ 申請に必要なもの    

   ①印鑑 ②認定請求書 ③請求人名義の預金通帳 ⑦その他必要と認める書類 

３ 手当の額  

月額 1人目：41,550 円（※全部支給の場合）、2人目は 5,000 円加算、3人目以

降は 3,000 円加算（支給月は 4月、8月、12月） 
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※手当額は受給者の所得に応じて 10 円単位で算定されます。（41,550 円～9,810 円） 

４ 申請窓口  

   各総合支所 市民課 市民係 

  ■毎年 8月 1日から 8月 30 日までの間に各総合支所を通じて担当課に現況届けを提出する

ことが必要です。 

◇詳しくは福祉事務所子育て支援課までお問い合わせください。 

 

（5）心身障害者扶養共済制度               [ 身・知・精 ] 

障がい者の保護者が、死亡または身体および精神の著しい機能喪失の状態になったと

き、障がい者に年金を給付し、生活の安定を図る制度です。扶養者が加入者となり毎月

所定の掛金を支払います。 

１ 加入資格    

次のいずれかに該当する方の保護者で、特別な疾病や障がいのない 65 歳未満の方 

＊療育手帳Ａ・Ｂ 

＊身体障害者手帳 1～3級 

＊精神障害者（一定以上の症状を有する方）  …など 

２ 申請に必要なもの  

            ①所定の申請書 ②身体障害者手帳また療育手帳、障がいの程度を証明す

る書類 ③印鑑 ④加入者と障がい者の住民票 

３ 掛金  

加入者の加入時の年齢により 1 口月額 9,300 円～23,300 円。加入は 2 口ま

で、加入者の世帯の収入状況により減免を受けられる場合があります。 

４ 受給額  

月額 1 口 20,000 円 

      ５ 申請窓口  

            各総合支所 市民課 市民係 

◇詳しくは福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

（6）障害基礎年金（国民年金）              [ 身・知・精 ] 

国民年金加入期間中に初診日がある病気、けがで障がいの状態になった 20 歳以上 65

歳未満の方が、概ね次の要件に該当するときに支給されます。 

１ 支給要件  

＊初診日（その負傷や病気をはじめて医師にみてもらった日）に国民年金に加

入していること 

＊初診日から 1年 6カ月を経過した日（障がい認定日）の障がいの程度が障が

い等級に該当すること 

＊国民年金加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して 3

分の 2 以上あること（初診日が平成 28年 3 月 31 日まであるときは、直近の

1年間に滞納がなければよい） 

２ 申請に必要なもの  

          ①所定の診断書 ②病歴状況申立書 ③印鑑 ④戸籍抄本（子の加算があるとき

は謄本） ⑤申請者名義の預金通帳 ⑥20歳前障がいのときは所得証明書 




